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１ 地域生活支援拠点等とは                                               

 

（１）趣旨 

障がいのあるかたの重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援

のための５つの機能を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい

者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう障がい者等の生活を

地域全体で支えるための体制のことです。 

 

（２）拠点に必要な機能 

① 相談 

常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整

や相談その他必要な支援を行う機能 

② 緊急時の受入れ・対応 

常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受け入れや医療

機関への連絡等の必要な対応を行う機能 

③ 体験の機会・場 

地域移行支援、親元からの自立等に当たり、障害福祉サービスの利用や

一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 

④ 専門的人材の確保・養成 

医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者、高齢化に伴い障がいが重

度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制 

⑤ 地域の体制づくり  

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会

資源の連携体制の構築等を行う機能 
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２ 秋田市の整備状況について                          

  

秋田市では、複数の事業所が分担して機能を担う「面的整備型」として、地

域生活支援拠点等を整備しております。 

 

（１）各機能における取組内容 

① 相談 

・秋田市障がい福祉課、秋田市基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、

計画相談支援事業所が連携して相談に対応する。 

・障がい者総合支援協議会相談支援部会を定期的に開催し、相談支援事業所間

の連携を強化している。 

・障がい者総合支援協議会の相談機関の連携により、障がい児者総合相談会を

定期的に開催している。 

 

② 緊急時の受入れ・対応 

・緊急時に利用できる短期入所（１床）を確保している。 

・２４時間対応可能な体制ができている。 

・女性、行動特性の強い方、医療的ケアが必要な方等、利用者側の状態に応じ

て、拠点内の相談支援事業所が調整し、短期入所事業所が受入に協力する。 

 

③ 体験の機会・場 

・日中活動系事業所と連携しながら、一人暮らしの体験ができるグループホー

ム（１床）を確保している。 

 

④ 専門的人材の確保・養成 

・強度行動障害支援者養成研修や医療的ケア児等コーディネーター養成研修等

（国・県主催）に参加し専門的知識の向上を図っている。 

 

⑤ 地域の体制づくり 

・障がい者総合支援協議会の下部組織である部会で事例検討会および研修会を

開催している。 
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 令和８年度現在、秋田市の地域生活支援拠点は、東部地域において次のよう

な体制で実施しています。 
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３ 緊急時の受入れ体制                             

 

市としては、障がいのあるかたに対し、事前登録を推奨します。 

下の図は東部地域の例です。 

関係機関連絡先 

秋田市障がい福祉課 ０１８－８８８－５６６３ 

秋田市基幹相談支援センター ０１８－８８８－５６８２ 

谷内佐渡ホーム ０１８－８２７－７６３０ 

（各拠点事業所の連絡先は、別紙「拠点事業所一覧」に掲載しています。） 

谷内佐渡ホーム
【役割】インテーク、緊急時受入、

利用希望者の登録・管理

［谷内佐渡ホームに空き

がない等の場合］

拠点事業所（短期入所）

に空床確認

当事者・家族等

あり

受入れ困難時の要請

秋田市障がい福祉課

秋田市基幹相談支援センター

福祉サービス利用ありのかた

協力依頼

短期入所の支給決定

委託相談支援事業所
相談支援専門員

サービス提供事業所

連携 連携

なし

契約事業所受入れ

可

短期入所利用

不可

拠点事業所に依頼

受入れ先決定

障がい福祉課に利用する旨を報告（サー

ビス、区分の申請意思を伝える）

短期入所利用

受入れ可

連携
連携

事前登録・利用申請 事前登録・利用申請の相談

事前登録・

利用申請

福祉サービス利用なしのかた
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４ 拠点事業所の登録手続きについて                     

  

地域生活支援拠点等の整備にあたり、障がいのあるかたの生活を地域全体で

支える体制のさらなる充実を目指して、指定障害福祉サービス等事業者の皆様

に拠点等の機能の一部を担っていただくこととし、事業者を拠点等の機能を担

う事業所として登録する制度を設けました。 

障がいのあるかたが、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地

域における支援体制の拡充が重要ですので、事業所の皆様のご協力をお願いし

ます。 

拠点等の機能を担う事業所（以下「拠点事業所」という。）として登録を希

望する事業所は、申請手続きをお願いします。 

 

（１）登録の流れ 

① 運営規程の変更 

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として、各種機能のいずれかを

実施することを運営規程に記載する必要があります。 

② 申請書の提出 

秋田市地域生活支援拠点等事業所登録申請書（様式第１号）に運営規程

を添えて、障がい福祉課へ提出してください。 

③ 登録通知書の送付 

市は申請内容を確認後、秋田市地域生活支援拠点等事業所登録通知書

（様式第２号）を事業所に送付します。また、登録した事業所は、秋田

市のホームページで公表します。 

 

（２）加算の届出 

地域生活支援拠点等に関連する加算の算定を申請する場合、別途届出が

必要です。必要書類等、詳細については障がい福祉課にお問合せくださ

い。 
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（３）運営規程記載例 

 拠点事業所として届出を行う場合は、以下の内容を参考に、運営規程への追

加記載を行ってください。 

記載例 作成にあたっての留意事項 

（地域生活支援拠点等の機能を担う事業所） 

第○条 事業所は、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第７７条第４項に規定する

地域生活支援拠点等として次の機能を担う。 

（１）相談 

（２）緊急時の受入れ・対応 

（３）体験の機会・場 

（４）専門的人材の確保・養成 

（５）地域の体制づくり 

 各事業所の実態（届出内

容）に応じて、（１）～

（５）のうち実際に担う機

能を記載してください。 

注）上記に示した運営規程は記載例であり、各事業所の実態に応じた内容と

し、地域生活支援拠点等の内容を理解いただいた上で、作成をお願いしま

す。 
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５ 取得可能な加算について                         

地域生活支援拠点等の機能別に取得可能な加算の例を紹介します。実際に加

算算定を行うにあたっては、報酬告示や留意事項通知等を参照し、加算取得要

件等をよく確認の上、算定してください。 

 

（１）相談機能の強化 

 

 

・対象サービス 

 計画相談支援、障害児相談支援 

 

・内容 

 相談支援事業所の相談支援専門員が、障がいの特性に起因した緊急の事態そ

の他緊急に支援が必要な事態が生じた者（以下「要支援者」という。）又は家

族等からの要請に基づき、速やかに指定短期入所事業者に対して当該要支援者

に対する必要な情報の提供および利用に関する調整を行った場合に、利用者１

人につき１月に４回を限度として加算するもの。 

 なお、当該加算は、他の指定特定相談支援事業所等において指定計画相談支

援等を行っている要支援者又はその家族等からの要請に基づき連絡・調整を行

った場合は算定できない。ただし、当該要支援者が指定短期入所を含む障害福

祉サービス等を利用していない場合においては、当該指定特定相談支援事業所

等によりサービス等利用計画等の作成を行った場合は、当該計画作成に係るサ

ービス利用支援費（障害児相談支援費）の算定に併せて算定できる。 

 

・必要要件 

 要支援者およびその親族等から、緊急で短期入所の利用等に関する相談があ

った場合の体制を、事業所内で整えていること。 

 障がい福祉分野以外の機関関係者と支援の調整が必要となった際、必要な援

助方針に係る調整を、必要に応じ行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

①地域生活支援拠点等相談強化加算（７００単位／回） 
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・対象サービス 

 計画相談支援、障害児相談支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支

援 

 

・内容 

 計画相談支援および障害児相談支援（機能強化型（継続）サービス利用支援

費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定する場合に限る。）と自立生活援助、地域移行支援

および地域定着支援の全てのサービス（以下「拠点機能強化サービス」とい

う。）を一体的に運営していること又は拠点機能強化サービスに係る複数の事

業者が地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営してお

り、かつ、市により地域生活支援拠点等に位置づけられた場合であって、相互

の有機的な連携および調整等の業務に従事する者（以下「拠点コーディネータ

ー」という。）が常勤で１人以上配置されている事業所（拠点コーディネータ

ーが当該事業所以外の拠点関係機関に配置されている場合を含む。）につい

て、配置されたコーディネーター１人あたり、本加算の算定人数の上限を１月

あたり合計１００回まで加算するもの。 

 

・必要要件 

 拠点コーディネーターの配置および業務内容等につき、事前に市と協議を行

った上で、必要なサービスその他支援を行う体制を、事業所内で整えているこ

と。 

 障がい福祉分野以外の機関関係者と支援調整が必要となった際、必要な援助

方針に係る調整を、必要に応じ行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域生活支援拠点等機能強化加算（５００単位／回） 
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（２）緊急時の受入れ・対応機能の強化 

 

 

・対象サービス 

 居宅介護（身体介護、通院等介助（身体介護を伴う）に限る）、 

 重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 

 

・内容 

 利用者又はその家族等からの要請に基づき、サービス提供責任者が居宅介護

計画等の変更を行い、従業者が計画的に訪問することとなっていないサービス

提供を緊急に行った場合（要請を受けてから２４時間以内に行った場合をい

う。）にあっては、利用者１人に対し、１月に２回を限度として、１回につき

１００単位を加算するもの。拠点関係機関との連携および調整に従事する者

（以下「連携担当者」という。）を１名以上配置した上で、地域生活支援拠点

等へ参画する場合は、更に５０単位を上乗せできる。 

 

・必要要件 

 連携担当者を配置した上で、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に

必要なサービスその他支援を行う体制を、事業所内で整えていること。 

 連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から拠点関係

機関との情報連携に努めることとし、行政機関等との日常的な情報連携や地域

における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。 

 

 

 

 

・対象サービス 

 自立生活援助、地域定着支援 

 

・内容 

 利用者の障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に支援が必要な場合に

おいて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに利用者の

居宅等への訪問等による支援を行った場合、又は一時的な滞在による支援を行

った場合に、１日につき７１１単位を加算するもの。連携担当者を１名以上配

置した上で、地域生活支援拠点等へ参画する場合は、更に５０単位を上乗せで

きる。 

①緊急時対応加算（地域生活支援拠点等の場合：プラス５０単位／回） 

 

②緊急時支援加算（地域生活支援拠点等の場合：プラス５０単位／回） 
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・必要要件 

連携担当者を配置した上で、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に

必要なサービスその他支援を行う体制を、事業所内で整えていること。 

 連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から拠点関係

機関との情報連携に努めることとし、行政機関等との日常的な情報連携や地域

における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。 

 

 

 

 

・対象サービス 

 短期入所 

 

・内容 

 連携担当者を１名以上配置した上で、地域生活拠点等に参画する指定短期入

所事業所が利用者に対しサービス提供を行った場合（緊急時の受入れに限らな

い。）に、利用開始日について、１日につき１００単位を加算するもの。 

 指定障害福祉サービス事業所等、医療機関、市町村、基幹相談支援センタ

ー、その他の関係機関との連携および調整に従事する者を配置し、医療的ケア

児者、重症心身障害児者、又は行動関連項目合計点が１０点以上である者（障

害児にあたっては、強度行動障害判定基準表の点数の合計が２０点以上である

と市町村が認めた障害児）を支援した場合は、さらに２００単位を加算するも

のとする。 

 

・必要要件 

障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスその他支援を

行う体制を、事業所内で整えていること。 

連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から拠点関係

機関との情報連携に努めることとし、行政機関等との日常的な情報連携や地域

における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。 

 

 

 

 

 

 

③指定短期入所事業所の地域生活拠点等である場合の加算 

（１００単位・２００単位／日） 
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・対象サービス 

 生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、 

 就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型 

 

・内容 

 連携担当者を１名以上配置した上で、利用者（施設入所者を除く。）の障が

いの特性に起因して生じた緊急の事態その他緊急に支援が必要な事態が生じた

場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を

行ったときに、１日につき所定単位数を加算するもの。夜間の時間帯を通じて

１人以上の職員が配置されている場合に、加算の算定を行うことができる。 

 事業所の利用者に係る障がいの特性に起因して生じた等の緊急の事態におい

て、日中の支援に引き続き、夜間に支援を実施した場合に限り算定できるもの

であり、指定短期入所等のサービスを代替するものではないことに留意するこ

と。 

 

・必要要件 

 事業所に滞在するために必要な就寝設備を有していること。 

 連携担当者を配置した上で、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に

必要なサービスその他支援を行う体制を、事業所内で整えていること。 

 連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から拠点関係

機関との情報連携に努めることとし、行政機関等との日常的な情報連携や地域

における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。 

 

 

（３）体験の機会・場の機能の強化 

 

 

・対象サービス 

 生活介護、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、自立訓練、地域移行支

援 

 

・内容 

 障害者支援施設等の利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援

事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を行う場合であって、

④緊急時受入加算（１００単位／回） 

 

①体験利用支援加算（地域生活支援拠点等の場合：プラス５０単位／回） 
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（１）体験的な利用日において介護等の支援を行った場合、又は（２）体験利

用に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整・その他相談援助を行った場合

において、それぞれ（１）の場合は体験利用開始日から５日以内の期間におい

て５００単位、（２）の場合は体験利用開始日から６日以上１５日以内の期間

において２５０単位を加算するもの。連携担当者を１名以上配置した上で、地

域生活支援拠点等へ参画する場合は、更に５０単位を上乗せできる。 

 

・必要要件 

 障害支援施設等の利用者が、地域生活への移行に向けて体験的な支援を希望

する場合、関係機関との適切な連絡調整・相談援助等ができる体制を、事業所

内で整えていること。 

 連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から拠点関係

機関との情報連携に努めることとし、行政機関等との日常的な情報連携や地域

における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。 

 

 

 

・対象サービス 

 地域移行支援 

 

・内容 

 単身での生活を希望している者に対し、課題、目標等を地域移行支援計画に

位置づけて、体験的な宿泊支援を行った場合に、（１）体験的な宿泊支援を提

供した場合、又は、（２）体験的な宿泊支援を提供し、かつ、心身の状況に応

じて夜間および深夜の時間帯を通じて必要な見守り支援等の支援を行った場

合、それぞれ（１）と（２）を合計して１５日間を限度とし、（１）の場合は

３００単位、（２）の場合は７００単位を加算するもの。連携担当者を１名以

上配置した上で、地域生活支援拠点等へ参画する場合は、更に５０単位を上乗

せできる。 

 

・必要要件 

 利用者が地域生活への移行に向けて体験的な支援を希望する場合、関係機関

との適切な連絡調整・相談援助等ができる体制を、事業所内で整えているこ

と。 

 連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から拠点関係

機関との情報連携に努めることとし、行政機関等との日常的な情報連携や地域

における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。 

 

②体験宿泊加算（地域生活支援拠点等の場合：プラス５０単位／回） 
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・対象サービス 

 施設入所支援 

 

・内容 

（Ⅰ）連携担当者を１名以上配置した上で、指定障害者支援施設等に入所する

利用者が、指定地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合において、当

該指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、体験的な宿泊支援に係る指定地

域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合に、所定単位数

に代えて算定する。 

（Ⅱ）地域生活支援拠点等と連携の上、以下に例示するような地域生活への移

行に向けた支援（宿泊を伴わないものに限る。）を、指定障害者支援施設の職

員が同行した上で実施した場合に加算する。 

 （例）共同生活援助事業所や、生活介護等（障害者支援施設と併設している

ものは除く。）の通所事業所への見学や事業所内での食事の体験 

    地域の活動（自治会等の地域様々な主体が開催する催し等）への参加 

    現に１人暮らしをしている障がい者の生活状況の見学 

    買い物や公共交通機関の利用等の地域の暮らしを想定した体験 

 

・必要要件 

  

 利用者が地域生活への移行に向けて体験的な支援を希望する場合、関係機関

との適切な連絡調整・相談援助等ができる体制を、事業所内で整えているこ

と。 

 連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から拠点関係

機関との情報連携に努めることとし、行政機関等との日常的な情報連携や地域

における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。 

 

  

③地域移行促進加算（Ⅰ：１２０単位）（Ⅱ：６０単位） 
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６ Ｑ＆Ａ                            

 

 

Ａ１ 拠点事業所については、障害福祉サービス報酬上の「地域生活支援拠点

等」として取り扱い、要件を満たすことで、届出により、該当する加算等を算

定できます。拠点事業所を対象とした市独自の補助金はありません。 

 

 

A２ 事業所名、所在地、電話番号、担う拠点等の機能、対応可能な障がい種

別を公表します。 

 

 

 

A３ 

・登録内容を変更する場合：変更後１０日以内に、秋田市地域生活支援拠点等

事業所変更届出書（様式第３号）を提出してください。 

・事業所を廃止又は休止する場合：廃止又は休止する１か月前までに、秋田市

地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書（様式第４号）を提出し

てください。 

 

 

 

Ａ４ 申請時点で事業所に空きがない場合でも、拠点事業所の登録は可能で

す。ただし、ホームページで公表するため、緊急時に問合せの連絡がある

可能性があります。 

 

 

Ｑ１ 拠点事業所になることで、メリットはあるのか   

Ｑ２ ホームページに公表する内容は 

Ｑ３ 拠点事業所の登録内容の変更、廃止又は休止する際の手続きは 

 

Ｑ４ 現在、事業所に空きがないが、拠点事業所に登録可能か 
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Ａ５ 夜間（１７時から翌日９時まで）、土日祝祭日および年末年始（１２月

２９日から１月３日まで）の期間における相談は、谷内佐渡ホームで受付

できる体制を整えているため、すべての拠点事業所に２４時間体制を依頼

するものではありません。 

 日頃から、将来的に緊急対応が必要になりそうなかたの把握や、緊急時

に備えた体制整備等に努めてくださるようお願いします。 

 

Ａ６ 申請書類は、秋田市障がい福祉課宛にメール、郵送又は持参により提出

してください。 

  秋田市障がい福祉課 

  〒０１０-８５６０ 秋田市山王一丁目１番１号 

  e-mail: ro-wfsc@city.akita.lg.jp 

  TEL: ０１８－８８８－５６６３ 

 

Ｑ６ 問合せ先、申請書類の提出先は 

Ｑ５ 拠点事業所は、２４時間対応できる体制を整えなければならないのか 


